
飛騨森林管理署における共同施業団地の現状と課題

（高山市一色・山中山地域森林共同施業団地の実例）
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１ 要旨

平成21年に「森林・林業再生プラン」が策定され、10年後の木材自給率50％の目標達成に向け、民

有林と国有林が一体となって効率的な間伐等の森林整備や路網整備に取り組む、森林共同施業団地の

設定が求められています。

このような中、岐阜県知事と中部森林管理局長が「健全で豊かな森林づくりの推進に関する覚書」

を締結し、この覚書を受けて、平成22年度に「高山市一色・山中山森林共同施業団地（以下、「共同

団地」という。）」を設定し、健全で豊かな森林づくりを推進し、森林の持つ多面的機能の持続的機能

の発揮を図るとともに、林業の生産性の向上や林業事業体の育成・強化、木材の安定供給等を着実に

図ること等を目的とし、民有林と国有林の連携による森林整備を推進することにしました。

現在、協定締結から2年が経過し、森林整備実施計画に基づいた事業を展開しているところであり

ますが、今後さらに共同団地で効果的な施業が実行できるよう現状と課題について考察してみること

にしました。

２ 経過

平成22年9月2日に岐阜県知事と中部森林管理局長が「健

全で豊かな森林づくりの推進に関する覚書」を締結し、

この覚書に基づき、平成23年3月29日に岐阜県で第1号と

なる「高山市一色・山中山地域森林整備推進協定（協定

期間：H23～H26〈4年間〉）」を締結しました（図１）。

当該協定に基づく実施計画書に基づいて、平成23年度

から森林整備を開始し、今年で2年が経過しました。

共同団地の設定をした位置を示したものが、図2となり

ます。○印で囲まれた部分が共同団地の位置です。

庄川上流部の岐阜県高山市荘川町一色及び寺河戸地内

に位置し、南端は、郡上市との行政界となっています。

総面積は、2,729ha、宮・庄川流域の第４次森林計画期間

に合わせ、協定期間は、平成23年4月から平成27年3月末

までの4年間としました。

（図１）

《経緯》

平成２１年１２月「森林・林業再生プラン」策定
↓

１０年後の木材自給率５０％以上を目標
↓

民有林と国有林が一体となって路網整備・森
林整備を行う「森林共同施業団地」の推進

↓
平成２２年９月 「健全で豊かな森林づく りの
推進に関する覚書」を中部森林管理局長と
岐阜県知事が締結

↓
森林共同施業団地（以降、「共同団地」とい
う）の設定に向けて検討
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岐阜県と中部森林管理局との覚書の締結

調印式の様子

城土局長と古田知事が覚書を締結

（図２）

《位置》

岐阜県高山市荘川町一色
及び寺河戸地内

（宮・庄川流域）

共同施業団地の全体面積
２，７２９ ｈa

《協定期間》

平成２３年４月～平成２７年３月末まで

第４次森林計画（平成２２年度～２６年
度）に合わせて決定

施業団地の位置

宮・庄川流域

東海北陸自動車道
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高山市一色・山中山地域森林共同施業団地

庄川上流部



まず、協定締結に至る準備としては、私有林を所有す

る、地元「一惣造林組合」に対し、共同団地の趣旨や仕

組みなどについて説明を開催しました。

次に、民有林関係の高山市、森林総研、岐阜県森林公

社、一惣造林組合、飛騨高山森林組合、岐阜県飛騨農林

事務所と実施に向けた準備委員会を計5回行いました（図

３）。

具体的な打ち合わせ内容は、

①国有林と民有林のそれぞれの森林の現況と、具体的にどのような森林整備を進めて行くのか

②中間土場を民・国で有効に活用する方法と、国有林材と民有林材とを具体的にどのように仕分け

するのか

③ 可能な範囲で共同利用が可能となる路網の配置と具体的な整備をどのように進めて行くのか

などでした。

度重なる打合せの結果、平成23年3月29日に岐阜県で第

一号となる「共同団地」の協定を結ぶ運びとなりました

（図４）。

本共同団地は、南相木村、高瀬川、奈川に次いで、中

部森林管理局管内で4例目となりました。

協定締結がスムーズにいった背景には、

①私有林の所有者が、一惣造林組合の一団体のみであっ

た

②その一惣造林組合が、森林施業に前向きな姿勢で取り組んでおり、共同団地化に理解を示しても

らえた

③一惣造林組合が森林組合とプロポーザル方式による長期委託契約を既に締結していたこと

などが主な要因として挙げられます。

次に設定した共同団地については、図5が、共同団地で

す。

共同団地内の森林面積は、国有林が1,594haで約6割を

占めます。民有林については、全体で1,135haで残りの約

4割を占めています。その内訳は、高山市行造林が78ha（3

％）、森林総研造林が200ha（8％）、岐阜県森林公社造林3

6ha（1％）、一惣造林組合林が821ha（30％）という内訳

となっています。

（図５）

国有林
1,594ha（58％）

高山市行造林
78ha( 3% )

一惣造林組合林
821ha( 30% )

森林総研造林
200ha( 8% )

岐阜県森林公社造林
36ha( 1% )

中間土場

高山市一色・山中山地域森林整備推進協定

民
有
林
１
、

１
３
５
ha

(42% )

森林共同施業団地化による森林整備の推進 ～その③ 協定内容～

（図４）

（図３）

《準備委員会等》

民有林所有者「一惣造林組
合」への説明会

＋５回の準備委員会

→ 協定の締結

《打合せ内容》

①国有林及び民有林の現
況と森林整備の方向性

②中間土場の活用と材の
処理方法

③共同利用できる路網の計
画と整備

森林整備協定締結までの準備委員会等

平成22年１１月１９日 荘川支所にて

平成22年１１月１９日 一色国有林と
民有林介在地にて

平成22年１１月１９日 一惣造林組合林にて

平成22年１１月１９日 中間土場にて
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《協定締結》

平成２３年３月２９日

高山市荘川町の一色・山中山地
区を対象として、岐阜県で第一号
の協定を締結。

（中部森林管理局管内で４例目）

森林整備推進協定の締結
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次に林分状況についてですが、表1のとおり、7～9齢級

のスギが31％、6～9齢級ヒノキが5％、カラマツは、国有

林が10齢級、民有林が12・13齢級が主体で29％、残り35

％が広葉樹といった状況です。

人工林率は、65％で高山市の平均が37％ですから、こ

れを大きく上回っており、この地域で林業が盛んであっ

たことが伺われます。

次に協定期間中の作業道等の開設状況ですが、表2のと

おり、共同団地内の作業道等の路網密度は、協定前は、

ヘクタール当たり12.7mでしたが、協定終了後にはヘクタ

ール当たり18.3mとなりヘクタール当たり5.6mアップする

ことになります。

共同団地の取り組みを進めるにあたり、共同化で予測され

るメリットには、以下の4点が設定当初予測されました。

①中間土場を共同利用することで、仕分けや検知作業の効率

化、セミトレーラー運材による輸送コストの縮減が図られる

こと

②団地内の材の大半が中間土場に集積されるため、需要に応じた規格・数量を販売することが可能になる

こと

③作設されている高山市の作業道を活用することにより、国有林で新設する林業専用道の延長が短縮でき

ること。 また、民国のメリットに配慮した林業専用道の開設による作業の効率化に繋がること

④行政間、協定者、地元とが一体となった森林整備が促進されること

があげられます。

３ 実行結果

それでは、団地内における、この2年間の森林整備等実

績をまとめたものが表3です。

23年度は、除伐30ha、保育間伐41.28ha、利用間伐34.25

ha、素材生産量5,600m3の計画に対し、実行結果は、除伐30

ha、保育間伐38.32ha、利用間伐33.98ha、素材生産量4,81

5m3という実施状況です。24年度は、つる切り19.40ha、除

伐9.70ha、保育間伐10ha、利用間伐111.99ha、素材生産量

9,300m3の計画に対し、実行結果は、つる切り19.40ha、除

伐9.70ha、保育間伐9.51ha、利用間伐92.71ha、素材生産

量8,267m3という実施状況です。

（表３）

平成２３年度・２４年度 森林整備等実績（民・国）
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区 分
23年度 2４年度

森林整備
実施計画

実 績
森林整備
実施計画

実 績

保 育

地拵え・新植

下刈り

つる伐り １９．４０ha １９．４０ha 

除伐 ３０．００ha ３０．００ha ９．７０ha ９．７０ha 

間 伐

保育間伐 ４１．２８ha ３８．３２ha １０．００ha ９．５１ha 

利用間伐 ３４．２５ha ３３．９８ha １１１．９９ha ９２．７１ha 

素材生産量 ５，６００m3 ４，８１５m 3 ９，３３０m 3 ８，２６７m 3

23年度 2４年度

森林整備
実施計画

３０．００ ha 

４1．２８ ha 

３４．２５ ha 

５，６００ m3 

森林整備
実施計画

1９．４０ ha 

９．７０ ha 

１０．００ ha 

111．９９ ha 

９，３３０ m3 

実 績

３０．００ ha 

３８．３２ ha 

３３．９８ ha 

４，８1５ m3 

実 績

1９．４０ ha 

９．７０ ha 

９．５1 ha 

９２．７1 ha 

８，２６７ m3

（表１）

施業共同団地内の林分構成

高山市全体 団地内

系列1 37% 65%
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人工林率

スギ31%

ヒノキ5%

カラマツ29%

広葉樹35%

森林共同施業団地内の林分構成

スギ 847ha

ヒノキ134ha

カラマツ 786ha

広葉樹 927ha
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（表２）

協定期間中の素材生産計画量
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協定期間の木材生産量の状況

＋9,522m3

△5,905m3  
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民有林 国有林 民・国計

協定前（H18～21年度） 2,778 11,905 14 ,683 

協定期間（H23～26年度） 12,300  6,000 18,300 

計＋3,617m3  

素材生
産量

３，６１７
ｍ3  

増加！



23年度、24年度ともに、間伐面積と素材生産量が若干下

回っているものの、ほぼ、計画に沿った実行となっていま

す。

次に路網の開設状況についてですが、図6のとおり、平

成23年度に民有林で3,153m、国有林で2,220mｍを新設し、

合計で5,373mとなっています。平成24年度は、民有林で2,

199m、国有林で1,495mを新設しており、民・国合わせ、3,

694mとなります。

次に、中間土場についてですが、本協定で民・国連携の

柱となるのは中間土場の共同利用ということです。その中

間土場は、平成20年に営業を中止したスキー場の駐車場を

活用しています。協定締結以前から国有林と民有林が別々

に土場として活用していた場所で面積は約4,000m2あります

（図７）。最大貯材量は、約15,000m3が見込まれ、セミトレ

ーラー１車の積載量を約30m3とすると、約500車分に相当す

ることになります。これまでの中間土場での取り扱い量を

見ると、平成21年度は3,735m3、22年度は5,747m3といった

取扱量で、協定締結後の平成23年度は11,918m3、24年度は、8,267m3と取扱量は増加しています。

共同団地の協定締結により素材生産量は大幅に増加しましたが、製材工場等への出荷量を勘案し

ても貯材能力には相当の余裕があります。

次に図8のとおり、材の流れについてですが、事業地か

ら中間土場に運ばれた材は、ここで国有林材と民有林材に

分けてそれぞれ検知され、規格ごとにはい積みされます。

国有林材の大半は中間土場で「岐阜県森連」にシステム販

売しています。民有林材は、森林組合が伐倒から搬出・巻

立を行い『岐阜県森連』を通じて製材工場等へ出荷してい

ます。『県森連』が国有林材と民有林材を併せて取り扱う

ことで、ニーズに応じた品質・規格の材を必要に応じた量

を販売できる仕組みとなります。

また、量的にまとめて販売することが可能となるため、セミトレーラー輸送により流通コストの

削減が図られます。24年度は、「森林組合」や「魚津市のウッドリンク」といった木材市場や製材工

場へ約42％、「七尾市の林ベニヤ」や「中津川市の森の合板工場」へ合板用として53％が出荷されて

います。

また、パルプ原料として「可児市にある大王製紙」へ5％の割合で出荷されています。

（図８）

民国共同土場
での

仕分け・検知

民有林
事業地

国有林
事業地 飛騨高山森林組合木材市場

流通コストの

中間土場の有効活用フロー図

ｳ ｯ ﾄ ﾞﾘ ﾝ ｸ

飛騨高山森林組合

林ベニヤ

森の合板

大王製紙

42％

53％

5％
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セミ トレーラー運搬に
よる工場直送

（図７）

（図６）

中間土場の規模・取扱い容量

規模（面積） ４，０００m 2 （平成20年に営業中止したスキー場の駐車場を活用）

処理能力 １５，０００m 3

取扱い実績

平成21年度

国有林
2,280  m 3

民有林
1,4 55  m 3

計 3,735  m 3

平成22年度

国有林
2,4 53  m 3

民有林
3,294  m 3

計 5,74 7  m 3

平成23年度

国有林
585  m 3

民有林
11,333  m 3

計 11,918  m 3

平成24 年度

国有林
1,111 m 3

民有林
7,156m 3

計 8,２６７m 3

※セミ トレーラー
30m 3/車
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次に流通コストの縮減についてですが、図9が流通コス

トの目安として、輸送費の平均単価を比較したものです。

輸送距離が80kmを超えるとセミトレーラーの輸送費が下が

ってきており、輸送距離が長くなるほどセミトレーラーで

の輸送が有利であると言えます。

実際に、林ベニヤまでは150km、ウッドリンクまでは120

km、森の合板工場でも100km程度となるため、セミトレー

ラー運材が輸送費の縮減に大きく関わってきます。

ただ、セミトレーラー運材も積載重量に見合った数量を、

恒常的に輸送しなければそのメリットが十分発揮されないため、なるべく空荷のない輸送計画を組

むことが最重要課題になります。

４ 実行結果に基づいた問題点

以上、共同団地化によるメリットはありますが、実施にあたって幾つかの問題点もありました。

①協定締結以前から民・国が各々に森林施業や路網整備を行っていたものを、協定締結により一変

させることは難しく、民・国双方のメリットを考慮した事業とするための計画作成に苦慮したこと

②奥地が国有林、裾野が民有林という森林の状況から、国有林が開設した路網が民有林側のメリッ

トに繋がりにくいこと

③既存の林道や作業道が、架線集材を想定して谷筋に開設されており、稜線まで遠距離な上に法面

が急峻であることが多く、高性能林業機械を活用するための路網の取り付けに苦慮したり、運材距

離が長く作業効率の改善に苦慮していること

④民有林と国有林で森林施業を行っている林業事業体が異なっているため、共同団地内に十分な事

業量があるにも関わらず、効率的な事業に繋がっていないこと

⑤この２年間は事業計画に近い事業実績となっていますが、補助金や予算状況によっては事業が大

幅に遅れ、事業計画との間に乖離が生じてくること

などです。

５ 今後の課題

こうした問題点を踏まえ、今後の課題として

①既存の林道や作業道を活用しつつ、事業計画に基づいて路網の整備を確実に進める

②中間土場の特性を活かし、事業の計画的発注と進捗管理に努め、供給体制の安定化と流通コスト

削減に繋げる

③林業事業体の作業効率を考慮し、協定エリア内での事業実績を有する林業事業体の優位性を考慮

した入札方法、たとえば総合評価方式を検討する

④木材供給の安定化や林業事業体の体制強化のためにも、協定者間で連携して計画的な森林整備に

取り組む

といったことが上げられます。

６ まとめ

今後は、実行3年目を迎える中で、関係機関とより一層密接に連携して、共同化によるメリットを

最大限に引き出したいと考えます。
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